
京都観光経営学講座 演習レポート                加筆修正 平成２８年４月７日 

                                    平成２８年３月２２日  

                                     受講生：平野佐和子       

 

題名：ハレとケの文化から京都の「民泊」の姿とは        

副題：〜ちょっと不便でもよろしいおす〜京都型＜民泊＞〜 

 

１． シェアリングエコノミーと民泊の定義 

２． 民泊普及の要因を探る 

３． 賃貸 VS 民泊・不動産投資としての利回りを比較する 

４． 京都市宿泊施設の部屋数と２０２０年宿泊室数不足数をシミュレーションする 

５． 京都市民泊実態調査からの問題点と課題を探る 

６． 民泊で京都の社会的課題を解決する 

７． ハレとケの文化交流は民間企業への働き掛けとともに地域住民も参加を 

 

概要：昨年から民泊の注目度が急激に高まっている。政府の２０２０年訪日外国人観光客数３０００万人

目標。（３月２９日安倍首相は目標４０００万に上方修正発表）この半年間東京都太田区、大阪府下の特

区を始めとして、新聞、テレビ、ビジネス雑誌と多くの記事や特集が組まれた。ニュースや特集、新聞記

事のコラムなどに掲載、インタビューされる関係者、知識人の提案と既知の情報も多いが、ここで改めて

＜民泊問題＞を整理し京都民泊のあり方提案を試みる。 

 

１． シェアリングエコノミーと民泊の定義 

1.-1 シェアリング・エコノミーの定義 

総務省平成２７年情報通信白書特集テーマ「ICT の過去・現在・未来」第２部から引用する。 

「シェアリング・エコノミーとは典型的には個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のものも

含む）の貸出しを仲介するサービスであり、貸主は遊休資産の活用による収入、借主は所有すること

なく利用ができるというメリットがある。貸し借りが成立するためには信頼関係の担保が必要である

が、そのためにソーシャルメディアの特性である情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能を活

用することができる。」http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242110.html 

   シェアリング・エコノミーの中で注目度が高いビジネスモデルがインターネットによる＜民泊仲

介プラットフォーム手数料ビジネス＞の＜エアビーアンドビー＞である。インターネットから登録し、

宿泊希望者とマッチングすれば手数料を差し引いた宿泊料が入る手軽 さから、日本特に都市部で、

無許可に宿泊施設を運営する個人や企業（不動産事業者）が急増、物件に宿泊する外国人のマナーの

低さが近隣住民とのトラブルとなった。メディアに特集、国、自治体も現状把握と課題解決、東京都

大田区、大阪府（大阪市、高槻市、茨木市、枚方市除く）など特区を利用した前向きな規制緩和に向

け動き始めた。 



 

１−２．＜民泊＞の定義 

  平成２７年１０月５日付、厚生労働省第４９回規制改革会議ヒアリング提出資料ページ２には民

泊を次のように定義している。「民泊サービスとは、一般には自宅の一部や空き別荘、マンションの

空き室などを活用して宿泊サービスを提供するもの」。厚生労働省の見解では「空き部屋を旅行者に

対して仲介する行為自体は旅館業法の規制対象ではないが、反復継続して有償で部屋を提供するもの

は旅館業法の許可が必要」＜宿泊施設運営＞においては旅館業法を遵守し、届け出が必要とある。 

図１）：厚生労働省ホームページ資料２旅館業法とは 転記。 

 

 

２．民泊普及の原因を探る 

２−１．民泊増加の理由について 

    ２０１５年１０月１９日の「キャッチ世界の視点」NHK 特集丸ごとでは立教大学観光学部特任教授 

   玉井和博氏は民泊の普及理由について次のように述べている。 

 

１）不動産価格の高騰（特に東京）によるホテル宿泊費の上昇 

２）不動産の有効利用・一例としてリーマンショックで職を失ったビジネスマンの自己資産利用に 



  よる収入源の確保 

３）観光の視点の変化。国、地方の日常体験への要求。 

  

 ２−２．１）ホテルの宿泊費の上昇は不動産の高騰なのか 

   ホテル需要の変化を見ていく。三井トラスト基礎研究所客員研究員の岡村七月氏は＜日経不動産

マ—ケット情報市場レポートディレクトリ掲載のレポート・需要も好調なホテルマーケットの見通

し＞で次のように分析している。「ホテル客室稼働率が過去最高水準を更新しており、稼働率上昇

が平均客室販売単価の上昇を産んでいる。」 

 

 また、国土交通省ホームページ全国の地価動向では東京圏、大阪圏（含む京都市）の土地公示価格

は住宅地で微上昇、商業地で東京圏２．３％、大阪圏２、５％上昇し、２５年から上昇傾向にある。

日経不動産マーケット情報市場レポートディレクトリ掲載の都市未来研究所レポート＜リートレーダ

ークォータリーレビュー＞では２０１５年１１月１２日J−REITが保有する物件の最新稼働状況等のト

ピックスのなかで「ビザ発給要件の緩和、円安、格安航空会社の普及を追い風とする訪日外客数の大

幅な増加保有しているホテル資産の稼働率上昇に伴って実収入が増加している。今後も収入拡大が期

待できることを反映し、2015年上期（6月）の資産評価額の 対前期増加率を比較すると他用途の資産

が2％（半期率）程度であるのに対して、ホテルは5％（半期率）程度 と上昇幅が抜きんでて大きい」

[図４]としている。 

 訪日外国人増加でホテルの稼働率は上がり、商業賃貸、住宅賃貸を超える利回りが投資家の期待値

を集めている。 

 



 

２—２．２）リーマンショック後のビジネスマン副業 

１２年前の平成１６年６月税制調査会、基礎問題小委員会＜我が国経済社会の構造の変化の「実像」

について＞の中に「人口減少」と「超高齢化」による「従属人口（１４歳以下６５歳以上）指数の上

昇と社会的な扶養力の弱まりから構造的な変容を迫ることになる」と書かれている。はたして社会構

造の変化により賃金の減少や非正規雇用の増加が副職としての民泊拡大につながっているのか。賃金

は２００２年から緩やかに対前年増となり特に女性の賃金は対前年増のながれにあるが、男性賃金は

２００９年（平成２１年）リーマンショック時に大きく対前年を割り込み、その後回復の流れにある。 

 

雇用形態で見ると平成２１年２０１１年をピークに正規雇用は減少に転じている。労働者全体では非

正規雇用増加が長期トレンド。労働人口は平成１７年、２７年比較でみると、１５歳以上の人口（労

働可能）は１１００８万人から１１０７７万人と+０．６％増６９万人増、労働人口は微増、６９万

人は金沢都市圏、島根県人口に匹敵する。労働者数は６％増加、２７６万人増。雇用形態は正規が−

２％非正規が１２％増加している。年齢５歳階級では６５−６９歳人口は３０％増。観光業、サービ

ス業における雇用条件は＜非正規＞が多い。訪日外国人誘致、観光立国を目指す日本で＜非正規雇用

＞はさらに増加する。インターネットを利用した＜民泊＞は特別な投資が不要のため、相続した家、

セカンドハウスの活用方法として魅力的である。 



 

２−２．３）観光の視点の変化。国、地方の日常体験への要求 

 京都市産業観光局 MICE 推進室三重野真代部長の講座でも提示されたように、訪日目的が買い物や

歴史的建造物の見学ではなく文化体験希望、着物浴衣、茶道、日本食作り、伝統工芸（焼き物体験）

町家見学など、従来型観光とは異なる傾向が明確となっている。実際にも東山界隈では着物や浴衣を

着た外国人観光客を多く見かける。東京では築地、浅草や砂町銀座商店街などへの地元密着型食べ歩

きツアーがなども訪日外国人に人気のようである。参考ビジュアル１

http://japanwondertravel.com/ ホームページより転記 

 参考ビジュアル１ 

 

 

   論文『現代の観光における「まなざし」の非対称性』冒頭での須藤廣一の解説をかいつまむとハレ

とケは次のようになる。「定義：観光は祭りにも似ており「日常」生活からの一時的な離脱と、非日

常体験に よって特徴づけられる行為である[Urry,1990,Graburn,1989:24-31]。観光客は観光地にお

いて、1日から数日間非日常的日常を過ごすが、観光客にとってはその間の観光地の日常の景観や風

俗が珍しいものとして映る。（居住者の日常が観光客の非日常）そして、観光地と いうのは、観光地

住民にとっての日常性が観光客にとっての非日常性であり、そのことを観光地住民 も受け入れるこ

とによって成立する」https://www.kitakyu-u.ac.jp/iurps/pdf/01_3.pdf より抜粋転記 

   SNS やトリップアドバイザーなど旅行アプリケーションを通し口コミ、写真、動画から日常体験情

報をより手軽にイメージ出来る昨今、インターネット上の情報が＜宿泊そのものから日本の日常を体

験したい＞という動機付けにつながるのも不思議ではない。 

 

 

 



３． 賃貸 VS 民泊・不動産投資としての利回り 

  視点を変え、民泊は本当に「儲かる」のか？比較シミュレーションする。三井不動産の＜レッツプラ

ザ＞ホームページで解説されている運用利回り計算式の内、最も簡単な式（１）を使用、一般財団法

人日本不動産研究所の不動産利回期待値調査値を目安とする。 

式１）参考資料：三井不動産のサイト＜レッツプラザ＞ホームページ より抜粋。

http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/about/index.html 

 

  一般財団法人日本不動産研究所によると２０１５年４月現在の不動産投資家調査の賃貸、商業施設、

宿泊特価型ホテルの期待利回りは、①賃貸住宅・ワンルームの期待利回りは東京で５．１京都で６％。

外国人向け高級賃貸（面積１００平米）東京で５．１％。②商業施設は鎮宅住宅より期待利回りが高

く、郊外型SC（都心から１時間主要幹線道路沿い）東京５．９％京都６．６％。都心型高級専門店で

東京４％、京都５、９％、③宿泊特化型ホテル東京５.４％京都５．９％。期待値が高いほどリスク

も高くハイリターンとなる。表−１）では想定として２３００万新築、１５００万中古購入した広さ

約２５平米のワンルームを月額７.５万円の賃料設定とした。民泊転用の場合、室料1日１万円稼働率

８０％想定、年間賃料は２３４万円になる。ファミリータイプは４０００万購入物件を１５万の賃料、

１泊室料として２万円（２名利用）７５％の稼働率で計算すると年間賃料５４８万円。このクラスの

期待利回りは６％代、賃貸利回りは４％弱。ワンルーム、ファミリータイプいずれも約２倍の運用利

回りとなる結果である。（諸経費、設備の減価償却、運営費手数料などは勘案せず）空室率の高い古

い賃貸マンションなどはリノベーションを行い民泊転用する方が収益性が高くなる。立地含む条件は

あるが、賃貸契約より宿泊施設として民泊転用するほうが＜儲かる＞と見ることができる。 

表−１（式１）での仮説シミュレーション

４．京都市宿泊施設の部屋数と２０２０年宿泊室数不足数のシミュレーション 



４−１．京都市の宿泊延室数 

 京都府HP京都府統計書による平成２５年京都市保健所管轄はホテル営業客室数１９８６２室。旅館５

７９１室。簡易 宿所３９０。客室総数２６０４３室（仮）。延べ客室９５０万室。(京都府ホテル・旅館

簡易宿泊および下宿の施設数。統計書資料URL  http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/tokeisyo/tsname/tsg1421.html)  

京都市の発表の同年京都観光総合調査の概要では、平成２６年京都観光総合結果として観光客数は５

５６４万人。宿泊客数年間宿泊客数１３４１万人。うち訪日外国人客宿泊客数１８３万人。（２０１

５年京都市人口１４７万人世帯数７０万）と発表されている。

https://kanko.city.kyoto.lg.jp/chosa/image/kanko_chosa26.pdf   

４−２．２０２０年時点で、京都市内の宿泊客室は何室不足するのか。 

  現在訪日外国人と、２０２０年３０００万人の増率を京都市外国人宿に当てはめ算出する。京都市に

よる＜京都観光振興計画２０２０年案＞P１５には、京都市内で２０１３年に宿泊した外国人は１１３万

人で全宿泊人数の８．９％である。２０１４年京都市総合調査資料によると観光客数は５５６４万人。

対前年比＋７．８増。宿泊は１３４１万人。対前年比＋２．５増内外国人宿泊数は１８３万人。対前年

比＋６２％増となっている。不足宿泊室数の算出は２０１４年訪日外国人数１３４１万人・２．２３倍

の２０２０年目標数値＜３０００万人＞京都市２０１４年宿泊外国人数１８３万人を２．２３倍し２０

２０年目標宿泊外国人数＜４０９万人＞とし、２０１４年京都府発表の京都市保健所管轄の宿泊施設数

から単純算出した。 

 不足分客室数は４４００室。 

 過去データからオリンピック開催においては地方需要が２ポイント増加するという傾向予測もあり、

４７００室から５０００室は必要と見る。ま京都市で規模の大きい京都ホテルオークラに当てはめると、

同ホテルの現在の総客室数が３２２室である。（参考資料：京都市観光協会

HPhttps://www.kyokanko.or.jp/shisetsu/shukuhaku_d.phtml?id=010001） 

 

５．京都市民泊実態調査からの問題点と課題 

５−１．京都市調査実態要点 



 平成２８年１月２５日京都市観光局＜京都市民泊施設実態調査の中間報告について（速報）＞とし

て民泊仲介サイトの約８割を掲載するエアビーアンドビーについての調査掲載情報を公表している。

以下要点を転記する。 

⑴市内で２，５４２件が掲載。内戸建３４．６％、集合住宅６２．２％。戸建では1棟貸し５７％

部屋貸し４０％。集合住宅では一戸貸し８７％、部屋貸し１２％となっている。ホストの常駐につ

いては判断不可。施設所在地特定は２６．７％を特定、町特定は６８．２％区築堤５．１件。運営

ホストの住所地は京都府外が約０％、京都市内は７０％弱国内京都府外が２６％。海外２％。京都

府外運営者が集合住宅で民泊運営する傾向がある。京都市内全体の民泊施設橙宿泊可能人数は約１

万人。国家戦略特区の６泊７日以上を設定の施設は約１％傾向。ポイントは次の３点となる。 

① 宿泊数は６泊以上設定は１％しかない（需要と特区条件のギャップが大きい） 

② 1戸貸しが多い。 

③ ホスト不在が多い（ビジネス） 

エアビーアンドビーの広がりが先行しているアメリカ、ヨーロッパでも問題点が多く、それぞれの地

域特性に準じた規制、禁止が自治体により整備されている。NHK２０１５年１０月１５日キャッチ世

界の視点＜広がる民泊の現状と課題＞には各国の課題や規制を一部掲載している。 

   

  １）米国 ニューヨーク州課題 

① 法律遵守していない。（住宅の所有者が在宅していないかぎり、３０日以内の部屋の貸し出しは

法律で禁止）②安全が保証されていない。（ホテルは火災時の警報システム、不審者への警備シ

ステムがある）③税金が支払われていない（宿泊税の代理徴収） 

  ２）スペイン バルセロナ規制項目 

部屋貸しの場合は申請が必要であるが「夜は在宅」の条件付き。従い休暇中の貸し出し不可。 

  ３）英国 ロンドン 容認→年間９０日まで 

  ４）オランダ アルステルダム容認→年間６０日１泊最大４人 

  ５）ドイツ ベルリン禁止→無届けの営利貸し出し 

  ６）カナダ バンクーバー禁止→一ヶ月未満の短期貸し出し 

 

 同サイトで立教大学観光学部特任教授 玉井和博氏は「Ａｉｒｂｎｂ社のような 情報提供サービ

スなど新しいビジネスモデルに対し①利用者と地域社会との相互理解というのが重要。②お越しにな

られたお客様をお泊めするという民泊の原点を大切にすることが重要。③ビジネスとしてこの営業活

動をする場合には既存の法律に適応する。」と考えを述べている。 

 



図８）旅館業、不動産賃貸業の関係（厚生労働省資料４−１

http://www.mlit.go.jp/common/001111877.pdf「旅館業に関する規制について」P５） 

 

 

 

６．民泊で京都の社会的課題を解決する 

６−１．ビジネス成功事例１ 不動産業と宿泊業の間空き家、再建築不可町家の事業活用（町家） 

 町家リノベーションとして京都の再建築不可物件の活用含め、早くに取り組む「株式会社八清」

のビジネスモデルは町家活用用途を広げた。京都の街の風情は一軒一軒の建物から成り立つが、

「株式会社八清」の町家オーナー制度は旅館法をクリアした民泊であり、運営委託もできる。購

入後短期一棟貸しから賃貸、セカンドハウス、住居用に汎用性の高い施設である。 

  ６−２．ビジネス事例２ 

 ＜株式会社葵＞の「葵ステイ」は同じく一棟貸しでもモダンリノベーションを行い、イタリア

家具、骨董、日本の建具を組み合わせたモダンリゾートタイプの内装で価格設定も高級ホテル並

である。あくまで「葵」として旅館業を営む企業ビジネスであり、募集スタッフに求められる能

力もビジネスレベルの英会話力など外国人需要の多さをうかがわせる。 

     いずれもネット上予約、宿泊料は完全前払い。当日は指定時間に現地で係員と合流し、施錠、

施設内説明を受けたのちは自分の家のように使え、チエックアウトは決められた時間までに退出、

施錠して終了となる。フロントはなく、施錠は番号合わせになっており、鍵の受け渡しは発生し



ない。管理人と顔をあわせるのもチェックイン時のみでホテルのようにチェックアウト清算はな

い。 

  

 

（株式会社八清 HP より転記。http://www.hachise.jp/） 

また、東京都新宿区に本社のあるエイジェーインターブリッジが運営する京町家宿泊施設は投資家からの

資金で町家を宿泊施設にリノベーションし運営している。 

日経ビジネスオンライン http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140627/267691/?rt=nocnt

 

６． 長期にわたる「京都」の街の質を守り推進するために 

 民泊問題で混在しているが、不動産業（ビジネス）と個人宅、個人所有セカンドハウス不在期間

活用は区別するものであると考える。不動産業は旅館業法の一部を自治体ごとに地域に即した形に

見直し、住宅地や集合住宅内部分営業には近隣住民の説明、管理組合の同意が必要であろう。 



 京都市創業企画情報化推進当家担当の統計解析によると、京都市全体の空き家数は平成２５年で

11 万軒、全体の１４％。空き家数は伏見区が最も多く２2,８１０軒、空き家率は東山区が全体の  

２３％をしめる。空き家対策は高齢化の進む京都の課題となっている。 

 

表２）出典：統計解析平成２７年２月３日発行・総合企画局情報化推進室情報統計担当 京都市の

住宅の概要 P１ 

 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Analysis/News/068Housing_Report2013.pdf 

 

２０２０年に向けての宿泊施設の不足を、町家型宿泊施設で解決。町家、街並み、建物を積極的に

改善保守することは京都の魅力維持向上として外せない。 

   またエアビーアンドビーフローバルホスピタリティ責任者コンリー氏来日の際（２０１３年 

１２月２２日東洋経済オンライン）＜Airbnb は､なぜ旅人に受け入れられたか

http://toyokeizai.net/articles/-/27075?page=2＞の取材で、日本人ホストのイメージとして「子供が巣立ち

子供部屋が空いているような年配夫婦の空き部屋活用。時間活用」答えている。２０１５年２月１４

日日本経済新聞の「日曜に考える」では東洋大学矢ケ崎紀子准教授が、「欧米など長期休暇をとる文

化圏の人々は民泊になれており、オーストラリアには業界団体もある。比較し、日本、訪日多数のア

ジア圏の人たちは民泊に慣れていない。理解度のギャップを指摘、「自宅シェア」から始めるべきで

あり、論議も自宅シェアか空き家か、都会か地方かをわけて論ずべき」と述べている。住宅地、商業

地と歴史的建造物神社仏閣が混在、灰色の瓦と格子が特徴の町家が景色を作り、南北約５０km 東西約

３０キロ（山林部分含む）市バスが主要移動手段である１４７万人地方都市＜京都＞の＜民泊＞は首

都圏東京スタイルのあり方と一線を画し、＜持続可能な京都民泊スタイル＞を確立すべきである。 

 

７． さいごに 

〜ハレとケの文化交流は民間企業への働き掛けとともに地域住民も参加を。 

 ３月３０日、政府は２０２０年に向けての訪日外国人誘致目標を４０００万人と決めた。民泊をは

じめとし、東京オリンピックにむけて宿泊施設不足解消＝ビジネスチャンスの動きが不動産業界でも

さらに加速するとみられ、＜民泊条例＞はまったなしの状況である。京都市としての大枠づくり、住

民レベルでの発想転換、理解への仕組みも必要だ。民泊で訪日外国人が増加したが、住む人，町の暮



らしの質が低下したのでは本末転倒である。＜京都に暮らすように＞のための「質」と「安全安心」

への仕組みは持続可能な民泊にとっても譲れない軸となる。ここに京都の民泊についての方向性、意

見を述べる。 

１）町家、一軒家、集合住宅型でのビジネス民泊は一部規制緩和しつつも旅館業法、定期借家適用で許可

制とし、安全、安心な環境と個人・法人共にビジネスとしての宿泊施設の拡大を行うとともに民間投

資開発を促進する。 

２）自宅シェア型、もしくは市内に住居があり、宿泊者と直接接触する場合は規制を緩和、消防団、最寄

りの交番へ任意の届け出とする。ただし、宿泊人の住所氏名年齢、外国人の場合はパスポートナンバ

ーを控えるなどトラブルを想定した最低限情報は確認、保管を指導。必要な場合提出を義務付ける。 

３）代行サービスの実態把握を行う。代行サービスへのルール付けも早急に取り組む。 

４）京都市での民泊関連ビジネスの企業団体・協会の設立、協力。自主的なルールや優良物件、トラブル

物件など情報の公開、官民連携した取り組みをおこなう。 

５）町内会、マンション管理組合への民泊情報共有のしくみを構築する。 

６）違反の場合の罰則項目の検討 

など、 

京都には生活のなかの「ハレ（非日常）」と「ケ（日常）」が神社仏閣の行事などと関連性を持ちなが

ら自然と受け継がれている。ケ（日常の日常と日常の非日常を体感いただくための民泊）は既存施設

のサービスとは異なる発見があり民泊本来の異文化コミュニケーションが体現できる。祇園祭りを始

め、神社の神事と結びついた地域催事のほか、旧学区ごとのイベント、町単位での地蔵盆など住民企

画運営参加の行事もまだ多くあり、＜良質の民泊＞の利用者がリピーターとなり＜暮らすように過ご

す＞から＜暮らす＞へとなる、多少不便でも持続可能で質の高い観光都市京都「民泊」に期待が高ま

る。 
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